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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本コン

クリート工学協会（JCI）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工業規格である。これによって，JIS A 1151:2002

は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 A 1151：2011 
 

拘束されたコンクリートの乾燥収縮ひび割れ 
試験方法 

Method of test for drying shrinkage cracking of restrained concrete 
 

1 適用範囲 

この規格は，外部拘束を行ったコンクリートの乾燥収縮ひび割れ発生日数を把握する試験方法について

規定する。ただし，使用するコンクリートは粗骨材の最大寸法が 25 mm 以下の普通骨材を用い，標準養生

を行った場合の材齢 28 日の圧縮強度が 45 N/mm2 以下となるコンクリートに適用する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS A 1132 コンクリート強度試験用供試体の作り方 

JIS G 3350 一般構造用軽量形鋼 

 

3 試験用器具 

3.1 一般事項 

試験用器具は，供試体を拘束する拘束器具及び拘束器具を固定して供試体を成形するための型枠からな

る。 

3.2 拘束器具 

拘束器具は，次による。 

a) 拘束器具は，拘束形鋼からなり，図 1 に示すものとする。 

b) 拘束形鋼は，JIS G 3350 に規定する軽溝形鋼の呼び名 1173 で，断面積が 7.27±0.16 cm2 のものとする。

拘束形鋼とコンクリートを定着する部分には，図 1 に示すように，9 mm の棒鋼を点溶接する。溶接

する棒鋼の本数は，拘束形鋼の上下にそれぞれ 5 本ずつとする。溶接箇所は，棒鋼と拘束形鋼の接す

る両側 5 か所とする。 

c) 拘束器具は，2 枚の拘束形鋼が，平行で傾き及びねじれが生じないように組み立てる 1)。 

注 1) 拘束器具は，例えば先端が 10 mm のねじ切りした 13 mm の棒鋼を 10 mm のナットで締め付

けて組み立てる。拘束器具を再利用する場合には，解体が容易となるようφ13 mm 程度の鋼

管で拘束形鋼を所定の間隔になるよう固定し，その中にφ9 mm 程度の棒鋼を入れて両側から

ナットで締め付け固定する。 

 

 

 


